
○山口県公安委員会に対する再審査の申請及び事実の申告の取扱いに関する内規

平成１９年５月３１日

公安委員会内規第５号

山口県公安委員会に対する再審査の申請及び事実の申告の取扱いに関する内

規を次のように定める。

山口県公安委員会に対する再審査の申請及び事実の申告の取扱いに関する

内規

（趣旨）

第１条 この内規は、山口県公安委員会（以下「公安委員会」という。）に対

する再審査の申請及び事実の申告の取扱いについて必要な事項を定めるもの

とする。

（用語の意義）

第２条 この内規において「法」とは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に

関する法律（平成１７年法律第５０号）をいう。

２ この内規において「再審査の申請」とは、法第２３０条第１項に規定する

再審査の申請をいう。

３ この内規において「事実の申告」とは、法第２３２条第１項に規定する事

実の申告をいう。

（再審査申請書の交付）

第３条 法第１６条第１項に規定する留置業務管理者（以下単に「留置業務管

理者」という。）は、警察本部長（以下「本部長」という。）に対する審査

の申請の裁決に不服がある者が再審査の申請を希望する場合には、速やかに、

その者に対し、再審査申請書（別記第１号様式）を交付する。

（再審査の申請の受理）

第３条の２ 再審査の申請は、警務部留置管理課長（以下「留置管理課長」と

いう。）が受理する。

２ 留置管理課長は、前項の規定により再審査の申請を受理したときは、再審

査申請受理簿（別記第１号様式の２）に必要な事項を記入するとともに、速

やかに、その内容を公安委員会に報告しなければならない。

（補正）

第４条 法第２３０条第３項において準用する行政不服審査法（平成２６年法

律第６８号）第２３条の規定による補正の命令は、補正命令書（別記第２号

様式）を再審査の申請人に交付することにより行う。

（執行停止）

第５条 公安委員会は、法第２３０条第３項において準用する行政不服審査法

第２５条第２項の規定による執行停止をしたときは、執行停止通知書（別記

第３号様式）により、その旨を再審査の申請人に通知する。この場合におい



て、公安委員会は、執行停止通知書の写しを本部長に送付する。

（執行停止の取消し）

第６条 公安委員会は、法第２３０条第３項において準用する行政不服審査法

第２６条の規定により執行停止を取り消したときは、執行停止取消通知書（別

記第４号様式）により、その旨を再審査の申請人に通知する。この場合にお

いて、公安委員会は、執行停止取消通知書の写しを本部長に送付する。

（手続の併合又は分離）

第７条 公安委員会は、法第２３０条第３項において準用する行政不服審査法

第３９条の規定により数個の再審査の申請を併合し、又は併合された数個の

再審査の申請を分離したときは、手続併合（分離）通知書（別記第５号様式）

により、その旨を再審査の申請人に通知する。この場合において、公安委員

会は、手続併合（分離）通知書の写しを本部長に送付する。

（公安委員会が指名する職員）

第８条 法第２３０条第３項において準用する法第１６０条第２項の公安委員

会が指名する職員は、留置管理課長とする。

（裁決）

第９条 法第２３０条第３項において準用する行政不服審査法第５０条第１項

の裁決書の様式は、別記第６号様式のとおりとする。

（再審査の申請の取下げ）

第９条の２ 留置業務管理者は、再審査の申請人が、再審査の申請の取下げを

希望する場合には、当該再審査の申請人に対し、再審査申請取下申出書（別

記第６号様式の２）を交付する。

（事実申告書の交付）

第９条の３ 留置業務管理者は、被留置者が法第２３２条第１項の規定による

事実の申告（以下単に「事実の申告」という。）を希望する場合には、速や

かに、当該被留置者に対し、事実申告書（別記第６号様式の３）を交付する。

（事実の申告の受理）

第 10条 事実の申告は、留置管理課長が受理する。

２ 留置管理課長は、前項の規定により事実の申告を受理したときは、事実申

告受理簿（別記第７号様式）に必要な事項を記入するとともに、速やかに、

その内容を公安委員会に報告しなければならない。

（補正）

第 11 条 法第２３２条第３項において準用する行政不服審査法第２３条の規

定による補正の命令は、補正命令書を事実の申告人に交付することにより行

う。

（手続の併合又は分離）

第 12 条 公安委員会は、法第２３２条第３項において準用する行政不服審査

法第３９条の規定により数個の事実の申告を併合し、又は併合された数個の

事実の申告を分離したときは、手続併合（分離）通知書により、その旨を事

実の申告人に通知する。この場合において、公安委員会は、手続併合（分離）



通知書の写しを本部長に送付する。

（公安委員会が指名する職員）

第 13 条 法第２３２条第３項において準用する法第１６０条第２項の公安委

員会が指名する職員は、留置管理課長とする。

（通知）

第 14 条 法第２３２条第３項において準用する行政不服審査法第５０条第１

項の通知書の様式は、別記第８号様式のとおりとする。

（事実の申告の取下げ）

第 15 条 留置業務管理者は、事実の申告人が、事実の申告の取下げを希望す

る場合には、当該事実の申告人に対し、事実申告取下申出書（別記第９号様

式）を交付する。


